
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

ことを特徴とする小型船舶の
ブリッジ構造。
【請求項２】
　

ことを特徴
とする小型船舶のブリッジ構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、操船等を行うブリッジに配設される操船席からの釣り作業等を可能とした小
型船舶のブリッジ構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来から、操船席からの釣り作業等を可能とした構成の小型船舶があり、該操船席は操
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操船等を行うブリッジ１０の操船席１５側のブリッジサイド１４の後端を、側面視略Ｓ
字状に形成し、該側面視略Ｓ字状は、ブリッジサイド１４の後端上部を凸部１４ｂとし、
後端下部を凹部１４ａに形成し、該凹部１４ａは操縦者の膝位置より上方から下方へ形成
され、操船席１５の舷側の前部角部１５ｂを斜めに切欠いた

請求項１記載の小型船舶のブリッジ構造において、該操船席１５の座席部１５ａは、舷
側の端部を回動支点とする蝶番で支持し、該座席部１５ａを船体１の舷側に向けて近づく
方向に、上方へ回動可能とし、通路１８上に平行状態で保持できる構成とした



船等を行うブリッジに配設されている。該ブリッジは、左右側部をブリッジサイドにより
、前端部をフロントウィンドシールドにより、また、上方を上部カバーにより覆う等して
、操船席にて操船等を行う操縦者を、航行中の風圧や水しぶきから保護するよう構成して
いた。
　また、このような小型船舶においては、操船席に座った状態で釣り等を行うことができ
るように構成していた。
　しかし、上記従来技術においては、ブリッジ左右側部のブリッジサイドは開閉すること
ができずに固定式となっていたため、操船席からの釣り作業を優先すると、ブリッジサイ
ドの前後長さを短くする必要があり、操縦者を風圧、水しぶきから十分に保護することが
できず、また、操船性を優先させて、ブリッジサイドを長くして後方まで延設した場合に
は、操縦者の左右が保護される反面、操船席からの釣り作業ができないという問題があっ
た。
　そこで、航行操作のための操船場所と釣り作業のため操船場所を、それぞれブリッジの
内外に設置したり、ブリッジのブリッジサイド後部を開き戸として開閉可能に構成し、航
行時は閉じ、釣り時は開くようにしたりして、操船しながら釣り作業を行えるようにして
いた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかし、釣り作業のために別の操船場所を設置する構成とした場合、船体の小型化の障
害となる上、コスト高となっていた。また、魚探知機は通常ブリッジ内のカウンターに設
置することが多いため、釣り時には魚探知機を見にくく、魚探知機をよく見るために移動
しなければならないことがあった。
　また、ブリッジサイド後部に設けた開き戸を開閉可能とした場合、航行時と釣り時で開
き戸の開閉作業が必要となり、手間がかかり煩わしかった。また、部品点数が増えること
となり、コストがかかった。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段を説明する。
【０００５】
　請求項１においては、

ものであ
る。
【０００６】
　請求項２においては、

ものである。
【０００７】
【発明の実施の形態】
　次に、発明の実施の形態を説明する。
　図１は本発明の小型船舶の側面図、図２は同じく平面図、図３はブリッジの側面図、図
４は同じく平面図、図５は操船席の開閉状態を示す後面図、図６は操船席を開放した状態
を示す平面図である。
【０００８】
　まず、本発明にかかる小型船舶の全体構成について説明する。
　図１に示すように、小型船舶は船体１内にエンジン２を有し、該エンジン２から後方に
延出したシャフトの先端に水中プロペラからなる推進機５が配設されて、エンジン２の駆
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操船等を行うブリッジ１０の操船席１５側のブリッジサイド１４
の後端を側面視略Ｓ字状に形成し、該側面視略Ｓ字状は、ブリッジサイド１４の後端上部
を凸部１４ｂとし、後端下部を凹部１４ａに形成し、該凹部１４ａは操縦者の膝位置より
上方から下方へ形成され、操船席１５の舷側の前部角部１５ｂを斜めに切欠いた

請求項１記載の小型船舶のブリッジ構造において、該操船席１５
の座席部１５ａは、舷側の端部を回動支点とする蝶番で支持し、該座席部１５ａを船体１
の舷側に向けて近づく方向に、上方へ回動可能とし、通路１８上に平行状態で保持できる
構成とした



動力により航行可能としている。
　なお、推進機はプロペラに限るものではなく、ウォータジェット推進機など推進可能な
ものならよい。
【０００９】
　また、図２に示すように、船体１の前部には、アンカーストア６が配設され、該アンカ
ーストア６の後方には物入７等が配置されており、その後方には、船体１の左右略中央位
置に、ブリッジ１０が配設されている。
【００１０】
　ブリッジ１０には操船席１５等が配設されており、該操船席１５の前方をフロントウィ
ンドシールド１１により、左右側方をブリッジサイド１４・１４及びサイドウィンド１２
・１２により、上方を上部カバー１３により覆って該ブリッジ１０を構成している。また
、操船席１５は、ブリッジ１０の左右一側、例えば右側に寄せて配設されている。また、
操船席１５の左側にはイケス８等を配置している。
【００１１】
　また、ブリッジ１０の左右側部には通路１８・１８が形成され、ブリッジ１０の左右側
部を通過可能としており、該通路１８を経由して、船体１の前部側と後部側を移動可能と
している。そして、該通路１８・１８の外方側には、ブルワーク１９・１９が立設され、
防護壁となるとともに、走行中及び釣り作業中の操縦者に水しぶきが降りかかるのを防止
している。
【００１２】
　そして、本発明にかかる小型船舶においては、図１及び図３で示すように、右舷側のブ
リッジサイド１４の後端で、操船席１５の一側方位置、例えば右側方位置が側面視略Ｓ字
状に、つまりブリッジサイド１４の後端上部を凸部に、後端下部を凹部に形成され、ブリ
ッジサイド１４後端下部に形成された凹部１４ａは操縦者の膝位置より上方から形成され
るようにしている。
　したがって、操船席１５の右側方下部が開放されることとなり、該操船席１５に座って
いる操縦者が操船席１５に座ったまま、体を船体１の右側方に向けることで、操船しなが
ら釣り作業が行えるのである。
　そのため、従来のように、ブリッジサイド後部１４を開き戸として開閉可能に構成し、
航行時は開き戸を閉じ、釣り時は開き戸を開くといった作業が不要となるため、航行と釣
り作業の移行の煩わしさがなくなる。さらに、部品点数が増加することもないため、製造
コストを低減することができる。
　また、操船席１５の右側方のブリッジサイド１４後端に形成された凸部１４ｂは防護壁
として作用するため、航行中の雨や風の巻き込みを十分に防ぐことができる。
【００１３】
　また、操船席１５は、図４に示すように、図２の平面視略長方形の操船席１５の右舷側
前部角部１５ｂを斜めに切欠いたように形成することもできる。これにより、操縦者は操
船席１５の前部角部１５ｂに足を当てることを回避できるようになり、操船席１５に座る
際のアクセスが容易になる。
　また、操船席１５に座っている操縦者が操船席１５に座ったまま、釣り作業を行うため
に体を船体１の右側方に向ける動作、または航行操作をするために体を船体１の前方側に
向ける動作が容易となり、快適に作業を行うことができる。
【００１４】
　さらに、図５及び図６に示すように、操船席１５の座席部１５ａは蝶番等で回動可能に
構成されており、図５の矢視Ａで示すように、船体１の右舷側に向けて回動可能として、
通路１８と平行状態で保持するように構成されている。なお、操船席１５の下部には物入
９が形成されており、操船席１５の座席部１５ａが物入９の蓋を兼ねるようにしている。
　すなわち、座席部１５ａの外側（舷側）端を回動支点として、座席部１５ａを上方に回
動し、ブルワーク１９の上端に座席部１５ａの端部を当接させることにより、操船席１５
の側方に座席を構成するものである。
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　これにより、さらに舷側に近づいて座ることができるため、操船しながら手釣り作業等
も行うことができる。
【００１５】
【発明の効果】
　本発明は、以上のように構成したので、以下に示すような効果を奏する。
【００１６】
　即ち、請求項１に示す如く、

の
で、操船席の右側方下部が開放されることとなり、該操船席に座っている操縦者が操船席
に座ったまま、体を船体の右側方に向けることで、操船しながら釣り作業を行うことがで
き、航行と釣り作業の移行の煩わしさがなくなり、さらに部品点数が増加することもない
ため、製造コストを低減することができる。
　また、操船席の右側方のブリッジサイド後端の凸部が防護壁として作用するため、航行
中の雨や風の巻き込みを十分に防ぐことができる。
【００１７】
　 、操船席の右舷側の前部角部を斜めに切欠いたので、操船席に座る際のアクセスが
容易になるとともに、操船席に座ったまま、釣り作業を行うために体を船体の右側方に向
ける動作、または航行操作をするために体を船体の前方側に向ける動作が容易となり、快
適に作業を行うことができる。
【００１８】
　

ので、さらに舷側に近づいて座ることが
できるため、操船しながら手釣り作業等も行うことができる
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の小型船舶の側面図。
【図２】　同じく平面図。
【図３】　ブリッジの側面図。
【図４】　同じく平面図。
【図５】　操船席の開閉状態を示す後面図。
【図６】　操船席を開放した状態を示す平面図。
【符号の説明】
　　９　物入
　１０　ブリッジ
　１４　ブリッジサイド
　１４ａ　凹部
　１５　操船席
　１９　ブルワーク
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操船等を行うブリッジ１０の操船席１５側のブリッジサイ
ド１４の後端を側面視略Ｓ字状に形成し、該側面視略Ｓ字状は、ブリッジサイド１４の後
端上部を凸部１４ｂとし、後端下部を凹部１４ａに形成し、該凹部１４ａは操縦者の膝位
置より上方から下方へ形成され、操船席１５の舷側の前部角部１５ｂを斜めに切欠いた

また

請求項２に示す如く、該操船席１５の座席部１５ａは、舷側の端部を回動支点とする蝶
番で支持し、該座席部１５ａを船体１の舷側に向けて近づく方向に、上方へ回動可能とし
、通路１８上に平行状態で保持できる構成とした



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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